
 

 

 

 

～～概ね18歳以上39歳以下の方で構成される団体が対象の補助金です。～～ 

 

事業提案ガイドブック 
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魚津市若者のまちづくり活動応援事業は、第５次魚津市総合計画（令和３

年度～令和12年度）の魚津市の将来都市像である「ともにつくる 未来につ

なぐ 人と自然が輝くまち魚津」の実現に向け、まちづくり目標として定め

た「ともにつくるまち」「未来につなぐまち」「輝くまち」の内、新たな時

代にふさわしい市民参画と協働の取組による持続可能な市政運営と地域づく

りを進めるため、市民・地域・企業・行政などあらゆる主体が一丸となった

「ともにつくるまち」を目指して実施するものです。 

また、この補助金は、「チャレンジする若者を応援する」ことに重点を置

いており、若者を主体とした市民団体と魚津市が共同して、地域課題の解決

や、関係人口の創出につながる事業を行うこととしています。 

 

 

補助金の対象となる事業は下記のとおりです。 

（１）まちづくり、地域課題の解決及び関係人口創出に関する事業 

（２）若者同士の仲間づくり及び交流の場を広げる事業 

（３）魚津市の魅力を発信する事業 

（４）地域資源を活用した事業 

（５）地域の担い手育成に関する事業 

 

補助率：補助対象経費の10/10（上限20万円） 

 

【ご注意！】 

  事業を補助金のみで行うことはできません。 

     ※団体の自己資金や、その他の収入と合わせて実施することが必

要な条件です。 

 

事業の実施期限は令和６年度内です。補助金の交付決定日以降、令和７年

３月31日までに完了するものとします。 
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  概ね18歳以上39歳以下の者で構成され、次のすべての要件を満たす団体

とします。 

（１）５人以上の若者により構成される団体で、その過半数が、魚津市に住

民登録されている者又は、魚津市内に通勤・通学している者であるこ

と。 

（２）組織の運営に関する定款、規約、会則等の定めを有する団体であるこ

と。 

（３）魚津市内に活動の本拠を置いている団体であること。 

（４）事業の成果報告ができる団体であること。 

（５）宗教活動、政治活動等を目的とした団体でないこと。 

（６）特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦、支持若しくは反対

することを目的とした団体でないこと。 

（７）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成

員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員で

なくなった日から５年経過しない者の統制の下にある団体でないこと 

（８）団体又は団体の代表者が、規則附則第２項に規定する市税等を滞納し

ていないこと。 
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① 市 民 団 体 による事 業 の企 画 ・立 案  

       ↓ 

② 申 請 前 の事 前 相 談 （※提 案 事 業 の内 容 や、必 要 な書 類 の確 認 等 ） 

☆事 業 提 案 する際 には、事 前 相 談 されることを強 く推 奨 します。 

また、相 談 に来 られる際 は、必 ず事 前 にご連 絡 ください。 

【連 絡 先 】魚 津 市 役 所  地 域 協 働 課 （℡0765-23-1131） 

   ↓ 

③ 事 業 提 案 書 類 の提 出  【令 和 6年 ４月 30日 （火 ）正 午 まで】 

      ↓ 

④ 市 から提 案 団 体 へ選 考 会 の案 内  

    ↓ 

⑤ 選 考 会 にて提 案 事 業 についてプレゼンテーション実 施  

（５月 中 旬 ～下 旬 を予 定 ） 

※選 考 委 員 は、市 職 員 （部 長 級 ）及 び市 民 代 表 （魚 津 市 参 画 と協 働 のまち

づくり推 進 会 議 委 員 ） 

      ↓ 

⑥ 採 択 事 業 の決 定 （市 から採 択 の可 否 について団 体 へ通 知 ） 

    ↓ 

⑦ 提 案 事 業 が採 択 された場 合 は、団 体 から市 へ補 助 金 交 付 申 請 書 類 の提 出  

      ↓ 

⑧ 市 から団 体 へ補 助 金 交 付 決 定 の通 知  

  必 要 に応 じて市 へ補 助 金 の概 算 払 を請 求  

      ↓ 

⑨ 事 業 実 施  

      ↓ 

⑩ 事 業 実 績 報 告 書 の提 出  

（事 業 完 了 後 １か月 以 内 、又 は令 和 ７年 ３月 末 までのいずれか早 い日 まで） 

 

【事 業 完 了 】 
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 事業提案をする団体は、募集期間内につぎの書類を、魚津市役所地域協働

課へ直接提出してください（※書類に不備が無いか確認をします。） 

 （１）魚津市若者のまちづくり活動応援事業提案書（様式第１号） 

（２）事業計画書（様式第２号） 

（３）事業収支予算書（様式第３号） 

（４）提案団体概要調書（様式第４号） 

（５）定款、規約、会則等の写し 

（６）団体目的等についての誓約書（様式第５号） 

 

各書式については、魚津市のホームページからダウンロードしてください。 

 

なお、各書式の書き方等については７ページ以降に記載してありますのでご

参照ください。 

 

 

対象となる経費は下記のとおりです。 

 

項 目 内 容 

賃金 事業実施のために必要な人件費（実施団体の構成員の人件

費を除く。）。ただし、補助額の50％以内とする。 

報償費 外部講師等への謝金 

旅費 講師等の旅費、会議又は打合せのための交通費等 

消耗品費 資料、事務用品等の購入費 

燃料費 事業実施のために必要な車両のガソリン代等 

食糧費 外部講師等の茶菓子代、事業に参加した者に提供する飲み

物代等 

印刷製本費 チラシ作成費等広報宣伝用の印刷製本費 

通信運搬費 郵送料、宅配等の運搬用経費（通信費については、明らか

に当該事業に係る経費と認められるものに限る。） 

保険料 ボランティア保険、行事保険料等 

手数料 事業実施のために実施団体が負担する手数料 

使用料及び賃

貸料 

イベント会場使用料（団体事務所の賃借料を除く。）及び

車両等の借上料 

原材料費 事業に直接使用する原材料 

その他経費 事業実施のために必要な上記以外の経費。ただし、事前に

協議し、市長が特に認めたものに限る。 
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次の手順により審査等を行います。 

（１）書類審査 

 （２）関係機関への意見聴取 

 （３）選考委員会による選考会の実施 

    ※提案団体には、選考会において提案した事業のプレゼンテーショ

ンを行っていただきます。 

    ＜選考委員＞ 

     ・魚津市参画と協働のまちづくり推進会議代表者（１名） 

     ・魚津市職員（部長級５名） 

 

 選考会では次の選考基準に基づいて選考を行います。 

 （１）応募資格の要件を満たしていること。 

（２）法令等に違反していないこと。 

（３）提案内容が陳情、要望又は財政的援助を主な目的としていないこと 

（４）国、県及び魚津市の補助又は委託の対象となっていないこと。 

（５）営利を目的とした事業でないこと。 

（６）特定の団体の運営を主な内容とした事業でないこと。 

（７）事業実施を伴わない調査又は研究事業でないこと。 

（８）協働の役割分担が明確で、提案団体が実施することによって、効果

的で質の高いサービスが提供できる事業であること。 

（９）若者の視点・アイディアを生かした独創性又は先進性があり、地域

の若者世代での活動の広がりが期待できる事業であること。 

（10）公益的又は社会貢献的な事業であって、事業提案した団体と魚津市

が協働して取り組むことによって地域課題の解決又は市民サービス

の実現が図られると期待できること。 

（11）実施体制が十分で事業を確実に実施できること。 

（12）経費の積算等が適正であること。 

 

 採択決定され、事業実施の対象となった団体は、事業の詳細について市と

協議、調整を行っていただくとともに、補助金の交付申請をしていただきま

す。補助金の交付決定後に、事業に着手することとなります。また、必要に

応じて補助金の概算払い請求を行います。 
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様式第１号（第９条関係） 

                      令 和 ６ 年 ４ 月 ＠ 日  

 

 魚津市若者のまちづくり活動応援事業提案書 

 

魚津市長  村椿 晃 あて 

 

団体所在地  

団体名 

代表者名                                    

（担当者氏名） 

（電話） 

 

魚津市「ともにつくるまち」促進事業について、下記の通り関

係書類を添えて応募します。 

                記 

 

１ 事業の名称 

【                             】 

 

２ 添付書類 

（１） 事業計画書（様式第２号） 

（２） 事業収支予算書（様式第３号） 

（３） 提案団体概要調書（様式第４号） 

（４） 定款、規約、会則等の写し 

（５） 団体目的等についての誓約書（様式第５号） 

 

備考 

（１） 提案書及び添付書類等は全てＡ４サイズ片面としてください。 

（２） 添付書類で提出できないものがある場合は、それに代わるものを添

付してください。
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様式第２号（第９条関係）                                     

 

事 業 計 画 書 

事業の名称  

事業の目的 

（解決すべき課題等） 

事業の内容 

 

対象 

（どこで、だれに等） 

 

  

手法 

（いつ、どのように、何を等） 

 

目標 

（目的とする結果、数値基準等） 

協働して取

り組むこと

の必要性 

（団体や行政の特性から説明してください。） 
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役割分担 

（提案団体が果たす役割） 

（事業実施に伴う市の役割） 

事業スケジ

ュール 

（準備期間、本実施期間、事業の評価等のスケジュール） 
 

月 内 容 詳 細 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

目指す効果 

（事業に取り組み、市民がどのような効果を受けるか。） 

今後の展開 

（事業終了後の事業展開） 

備考 協働しようとする関係課（分かる範囲でご記入ください。） 

課名：（   ） 
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様式第３号（第９条関係）                                   

 

事業収支予算書 

【収入の部】                         （単位：円） 

区 分 予 算 額 内  訳 

合 計  

 

【支出の部】                         （単位：円） 

区 分 予 算 額 内  訳 

（補助対象外経費） 

合 計  

補助対象経費 

備考  

（１） 収入が補助金だけであれば、対象事業となりませんのでご注意ください。  

（２） 当該事業期間中に購入等がなされ、かつ、経費支出がなされるものに限り

ます。 

（３） 賃金は、事業実施のために必要な人件費のみが対象であり、実施団体の構

成員の人件費は対象となりません。また、補助額の50％以内とします。 

（４） その他経費は、事業実施のために必要な経費で、事前に協議し、市長が特

に認めたものに限ります。 

（５） 収入合計及び支出合計は、同額となるようにしてください。 
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様式第４号（第９条関係）                                         

提案団体概要調書 

１ 団体の名称及び設立時期 

名   称  【                        】 

設立年月   【          年     月     日  】 

２ 所在地 

〒 

 

３ 連絡先（上記以外にある場合） 

 

４ 代表者名 

 

５ 若者の街づくり活動応援事業担当責任者 

氏名    

 ℡        fax        email 

６ 団体の目的と活動概要 

（１） 団体の目的・活動概要 

 

 

 

 

（２） 正会員       人 

７ これまでの主な活動実績（これまでに市や他の団体から助成及び委託を受けた

場合等も記入） 

 

 

 

 

８ 構成員名簿 （当該事業の運営に参加される方のみ記入） 

№ 氏 名 住 所 備考（役職など） 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

備考 人数が多い場合は、別紙として添付してください。 



13 

様式第５号（第９条関係）                                     

                                            

 年   月   日 

 

団体目的等についての誓約書 

 

団体名 

代表者氏名              

 

本団体は、下記のすべての事項に該当することを誓約します。 

 

記 

 

１ 宗教活動、政治活動等を目的とした団体でないこと。 

 

 

２ 特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦、支持若しくは反対すること

を目的とした団体でないこと。 

 

 

３ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団

体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年経過しな

い者の統制の下にある団体でないこと。 

             

４ 当団体又は当団体の代表者が、規則附則第２項に規定する市税等を滞納してい

ないこと。 
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事業に関するＱ＆Ａ 

 

Ｑ 個人での応募は可能ですか？ 

Ａ 個人は対象にしておりません。概ね18歳以上39歳以下の者で構成される団体を

対象としております。詳しくは「3.応募資格」をご参照ください。 

※イベント実行委員会等も対象となる場合がありますので事前にご確認ください。 

 

Ｑ 終了した事業に対しての助成は可能ですか？ 

Ａ これから始める事業を対象としています。終了した事業への助成はできません。 

 

Ｑ 事業費が20万円未満でも申請は可能ですか。 

Ａ 可能です。補助額は上限が20万円です。 

   例えば、補助事業対象経費の合計が18万円であれば、 

10/10の18万円が補助されます。 

 

Ｑ 既に市や県から補助金を受けている事業も申請できますか？ 

Ａ 既に公的な補助金を受けている事業については対象となりません。 

 

Ｑ 過去に活動を開始した事業で、現在も継続している事業は対象となりますか？ 

Ａ 事業内容を拡充する場合は対象となる場合があります。 

  ただし内容によりますので事前にご相談ください。 

 

Ｑ 自己資金がないので補助金だけで事業を実施することも可能ですか？ 

Ａ 対象とはなりません。 

 

Ｑ 考えている事業が、補助対象となるのかどうかわからない。 

Ａ 事前に、市役所地域協働課へご相談ください。工夫次第で対象となる事業でも

応募締切に間に合わなくなってしまう場合もありますので、早めのご相談をおす

すめします。 

 

Ｑ 応募書類の書き方がわからない。 

Ａ 不明な点があれば、助言します。 


